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両会議の合同開催について

１．開催趣旨
「四国圏広域地方計画」は全国計画を基本として、多様な主体の参画の下
取りまとめられる四国圏の将来ビジョン。
また、「四国ブロックにおける社会資本整備重点計画」は、「四国圏広域地方計画」
で示される将来像や四国圏の発展に向けた取組のうち、社会資本整備の具体的指
針・計画を定めるもの。

よって、両計画は調和を図りながら策定する必要があり合同会議で開催。

２．協議会・会議の構成員等
・「四国圏広域地方計画協議会」は（参考資料４）を参照
・「四国地方の社会資本整備戦略会議」は（参考資料５）を参照

３．議事進行
四国圏広域地方計画協議会会長 兼 四国地方の社会資本整備戦略会議会長
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四国圏広域地方計画
～ブロックの国土形成に係る総合的・基本的計画～

四国地方社重点
～地方ブロックの社会資本整備の具体的方針～

策定時期 H28年3月策定 H28年3月策定 R3年8月策定

計画期間 概ね10年間 H27～R2年度の6年間 R3～R7年度の5年間

目的

新たな国土形成計画（全国計画）が目指す「対流促進型国
土」の形成に向けて、広域ブロックにおける国土の利用、整
備及び保全を推進するための総合的かつ基本的な計画として
定めるもの。

社会資本整備重点計画に基づき、各地方の特性に応じて社会資本
を重点的、効率的かつ効果的に整備するため、広域地方計画と調
和を図り、地方ブロックにおける社会資本整備の具体的な計画と
して定めるもの。

計画の

対象
国土の利用、整備及び保全に関する府省にまたがる施策全般 道路、空港、港湾、下水道、河川等の社会資本整備事業

対象地域 全国８ブロック
広域地方計画の８ブロックに北海道と沖縄を加えた

全国10ブロック

根拠法等 国土形成計画法 社会資本整備重点計画（閣議決定）

計画に

盛込む

内容

（案）

○国土の形成に関する方針

○国土の形成に関する目標

○目標を達成するために一つの都府県の区域を超える広域の
見地から必要と認められる主要な施策（広域プロジェク
ト）

◇ハード・ソフト一体となった施策パッケージ

◇広域プロジェクトを支える必要不可欠な広域性のある事
業の中から代表的な事業を記載

○各ブロックにおける重点目標の実現に向けて、代表的な指標及
び具体的な事業を含む主要取組をとりまとめ

◇完成時期や今後見込まれる事業費を記載するなど、事業の見
通しをできるだけ明確化

◇「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」として
実施している取組を明示

◇ストック効果のさらなる拡大のため、インフラの潜在力を引
き出すとともに、インフラによる新たな価値を創造するイン
フラ経営の取組を記載

○ 『広域地方計画』は、対流促進型国土の形成に向けて、各広域ブロックの将来像や地域戦略等を定めている。
○ 『地方ブロックにおける社会資本整備重点計画（地方社重点）』は、『広域地方計画』と調和を図りながら、各地
方においてストック効果の最大化に向けた取り組みなど、社会資本整備の重点事項等について示す。

広域地方計画と地方ブロック社会資本整備重点計画の関係
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広域地方計画と地方ブロック社会資本整備重点計画の関係

広域地方計画

社会資本分野 その他の分野

地方社重点

社会資本整備に関する
5年間の
重点目標と政策パッケージ

＝
◇重点目標
◇プロジェクト
◇ＫＰＩ（指標）
◇主要取組（主要事業）

ৎ
৑
ກ

分 野 軸

概ね１０年間の圏域の国土づくり
（社会資本分野＋産業・観光等その他の分野）
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両計画の当面スケジュール

新たな四国圏広域地方計画
次期四国ブロックにおける
社会資本整備重点計画

広域地方計画「基本的考え方」公表

国土形成計画（全国計画） 閣議決定

広域地方計画協議会 中間とりまとめ（素案）公表

市町村からの計画提案募集

広域地方計画協議会

パブリックコメント

計画決定

中国圏・四国圏広域地方計画合同協議会

社会資本整備重点計画 閣議決定

有識者との意見交換

社会資本整備戦略会議

パブリックコメント

計画決定

令和５年７月５日

令和５年７月２８日

令和６年１２月２４日

広域地方計画協議会 中間とりまとめ（案）公表令和７年１０月２３日

令和７年１０月２４日

令和７年１０月１０日

令和８年５月１３日

令和８年６月頃

令和８年１月１６日

令和８年６月頃

令和８年５月１３日

令和８年１月２３日
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有識者との意見交換令和８年１月２３日


